
 

 
 

 
 

共 同 生 活 援 助 を 行 う 事 業 所 の  
市 街 化 調 整 区 域 へ の 立 地 に 関 す る 取 扱 指 針  

 
平 成 2 8 年 2 月 2 4 日 制 定    
令 和 4 年 1 0 月 3 1 日 一部改訂 

 
 

共 同 生 活 援 助 を 行 う 事 業 所 の 市 街 化 調 整 区 域 へ の 立 地 に つ
い て は 、都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 第 １ ４ 号 に よ り 規 定 さ れ た 、開 発
区 域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な く 、か つ 、市
街 化 区 域 で 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る も
の に 該 当 し 、下 記 の 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、開 発 審 査 会 に 付 議
す る こ と が で き る 。  

 
 

記 
 
 
  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 第 ５ 条 第 １ ７ 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 援 助 を 行 う 事 業 所 で
あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の 。  

 
 
  
 １  事 業 所 の 設 置 及 び 運 営 計 画 が 、 県 ・ 当 該 開 発 区 域 の 存 す

る 市 町 村 の 障 害 者 福 祉 施 策 に 沿 う も の で あ り 、 関 連 基 準 に
適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 
 
 ２  当 該 開 発 区 域 の 存 す る 市 町 村 内 又 は 隣 接 す る 市 町 村 に 障

害 者 施 設 を 運 営 し て い る 「 社 会 福 祉 法 人 」 等 が 、 障 害 者 が
自 立 し た 生 活 を 行 う た め の 事 業 所 （ 共 同 生 活 援 助 事 業 所 ）
と し て 立 地 す る こ と 。  

 
 
 ３  事 業 所 の 近 隣 に 関 係 す る 社 会 福 祉 施 設 が あ る こ と 。  

平成 28 年 2 月 24 日  

埼玉県都市整備部長決裁 


